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第 56 回・矢臼別平和盆踊り大会 ‼・星が浦教育会館で開催  

「自衛隊は憲法（９条）違反」と

主張して、自衛隊に土地を譲らず

別 海 町 矢 臼 別 に 住 み 続 け た 川 瀬

さん・杉野さんご夫妻を支援して

始まった平和盆踊りです。今回が

56 回目。杉野さん、川瀬さんが

亡 く な り そ の 後 の 住 人 渡 辺 佐 知

子さんも急逝。現在は浦舟三郎さ

ん・二部さん・倉谷さんがその土

地を守り、自衛隊演習場のど真ん中で暮らしています。昨年はコロナ禍でもあり、無

観客での花火大会のみの開催でした（YouTube 配信）。

今年は どう しよ うか ‥事務 局が 迷っ て考 え抜い た結 果、

みな さん から の動 画 や、 写真 を集 めて の やは り無 観客

での YouTube 配信をすることになりました。 

動画 に は歌 あり 、 踊 りあ り 、メ ッセ ー ジ あり の すば

らしいものになりましたよ‼ 

そし て 、な ・な ん と 元全 釧 路委 員長 、 菊 地哲 史 さん

の素敵な歌声の「復・活・です」 

感動のあまり涙する人続出でした。 

 

 

 

詳しくは 

YouTube で 

「 第 56 回 矢 臼 別 平 和 盆 踊 り 大

会」を検索してください。 

当 日 の 失 敗 も き ち ん と 修 正 し て

あ っ て 素 晴 ら し い も の に な っ て い

ます。必見です。 

来年は別海町矢臼別（現地）で開

催できることを願っています。 

ぜんくしろだより  

しょき 

機転の利いた名司会の二人、素晴らしかった❣！ 

毎年発行しているパンフレット。まだあり

ます。お求めください。全くしろまで 



 

 

 

 

沖縄のたたかいに呼応し、北からの安保闘争を！  

第 5６回 矢臼別平和盆踊り 

オンライン大会宣言  
 

まずはじめに 、オン ライン開催と はいえ 、こうして 2 年ぶ り に矢臼別平和 盆踊り
大会 を開 催出 来 たこ とを 皆さ んと 共 に喜 び合 いた いと 思 いま す。直接顔を合わせる
ことは叶いませんでしたが、日本全国の仲間たちとこうして同じ時間を共有できる
ことは、私たちの運動を継続していく上で大変重要であると感じています。 

さて、17 日間にわたって熱戦を繰り広げてきた東京オリンピックが明日、（８月 8
日）閉幕します。「平和の祭典」と呼ばれるオリンピック。 

確かに期間中は国連の決議のもと世界各地での紛争・内戦の休戦が呼びかけられ
ます。しかし今回のオリンピックほど、「平和」とかけ離れたままで開催された大会
はないのではないでしょうか。 
平和とは、一人ひとりが身体的に安全であり精神的に安心できる生活を送るとい

うことです。民主主義国家においては、国のために国民が犠牲になるなどあっては
ならないことです。にも関わらず、国の体面を保つため、ましてや利権をむさぼる
一部大手企業のために、一般市民の安全を後回しにするなど言語道断です。オリン
ピック開催国としてまったく無責任であると言わざるを得ません。 
 本当に平和な世界を目指すためには、一人ひとりの生活や人生に目を向け、より
よい社会を築き上げる不断の努力が必要です。そしてそこに武力の介入する余地は
ありません。国どうしがいがみ合う時代ではないことを認識するべきです。 
それなのに、ここ矢臼別演習場では、新型コロナの影響もあって規模は縮小され

てはいるものの、6 月には陸上自衛隊と米陸軍による共同訓練「オリエント・シー
ルド」が実施されました。その中では、日本国内で使用されるのは 3 回目とされる
高機動ロケット砲の実射訓練も行われました。このコロナ禍の状況にあって未だ軍
事訓練を続けることを私たちは断じて許すことはできません。 
今こそ、この北の大地、矢臼別の演習場のどまんなかから高らかに声をあげまし

ょう。戦争する国づくりを許さない。共同転地訓練反対。オスプレイも戦闘機もい
らない。そして人を大切にする憲法守る。本当の平和を勝ち取る、一人ひとりの心
の平和守る、と。 
今こそ、この声を遠く沖縄に集う仲間たちに届けましょう。そして強く連帯し、戦

争法、共謀罪法のすみやかな廃止と平和憲法堅持を求める世論と運動を発展させるた
めにともに奮闘しましょう。 
以上、宣言します。 

２０２１年８月７日  第５６回矢臼別平和盆踊り大会 

新人看護師のパワハラ自死事件 

国は労災を認め、医療現場に安全と安心を 

8 月 23 日（月）、24 日（火）の 2 日間、釧路地方裁判所にて証人尋問がおこなわれ、関係す

る医師、看護師、スタッフが証言台に立ちました。医師は「新人看護師（村山さん）との接点はな

かった。知らない」と証言しましたが、同じ術場に立った証拠の書類を示すと口ごもっていまし

た。看護師でもある村山さんのお母さんは「本来新人教育は時間をかけて行うもの。入職から

半年で自死まで追い込まれるのは異常ではないか。釧路日赤の経営者は新人にとって安心で

安全な職場環境となるよう努力して欲しい」と訴えました。（2021・8・25「新人看護師の労災認

定を支援する会」発行より抜粋）全釧路・高教組釧根支部も裁判を交代で傍聴しました。 


